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福岡市⽂化財保存活⽤地域計画案−概要−

福岡市の⽂化財の保存活⽤に関する基本⽅針（平成31年3⽉策定）に基づき、令和５〜９年度の
５年間に取り組む⽂化財の保存と活⽤に関するアクションプランを策定することから、その内容について
報告します。

本市は、古くから、多様な⽂化との交流により、都市としての発展を続けてきました。
今回、このような歴史⽂化のストーリーを、本市の将来（未来）に活かしていくため、新型コロナ
ウィルス感染症の影響による社会情勢の変化、持続可能な社会を⽬指すSDGsの理念を踏まえ、計画
を策定します。

２．計画策定の⽬的

⽂化財の⽣涯学習への活⽤
⼈々が「持続可能な開発を推進するための
知識とスキルを獲得」できるように貢献します

伝統⼯芸の振興や⽂化観光の振興
「地⽅の⽂化振興、産品販促につながる
持続可能な観光業を促進」します

⽂化財等のレジリエンスの強化
「質の⾼い、信頼でき、持続可能かつ強靭
(レジリエント)なインフラ」の開発に貢献します

⽂化財のまちづくりへの活⽤
「包摂的で安全かつ強靭(レジリエント)で
持続可能な都市及び⼈間居住」の実現に
貢献します

関連SDGs

⽂化財を「知る」「守る」「活かす」取組を通じて、2000年都市の歴史⽂化を継承することにより、
「⽣活の質の向上」 と 「都市の成⻑」 の好循環を創出します

［ 基本⽬標 ］

「知る」 「活かす」「守る」

都市の成⻑

都市の魅⼒の向上⼈々の⼼の充実
－ウェルビーイングの向上－

⽣活の質の向上

歴史⽂化の継承
2000年都市福岡の

今後のスケジュール（予定）

・令和４年６⽉⽂化庁への申請

「⽂化財保存活⽤地域計画」とは

・平成30年の⽂化財保護法改正により法定化（法第183条の3）。
・市町村において取り組んでいく⽂化財の保存と活⽤に関する基本的なアクションプラン。

・令和４年７⽉認定予定

基本⽬標実現のため、経常的な業務をすすめながら、⽂化財を「知る」「守る」「活かす」重点施策に
取り組みます。

３．重点施策の概要−基本⽬標の実現に向けてー

「知る」 ⽂化財を地域の新たな魅⼒とするため、戦略的な調査研究とその成果の共有を進めます。

「守る」 ⽂化財を確実に未来に継承するため、適切で持続可能な保存の取組を強化します。

「活かす」 市内外の多様な⼈々の間に本市への親しみや関⼼を醸成するため、歴史⽂化をまちづくりに活⽤します。

１．報告の主旨



地域の歴史を通じた親⼦の交流

史跡におけるイベント

歴史⽂化を活かした共創による地域づくり重点施策６

多様な⼈々と地域の未来を共に創るため、交流や協⼒のネットワークづくりを通して、地域に
根差した建造物や史跡、祭りや⾏事、伝統芸能、伝統⼯芸等の保存・活⽤を進めます。

取組６-① ⽂化財の連携による地域の魅⼒の創出
取組６-② 地域に伝わる祭り・⾏事、伝統芸能、伝統⼯芸の継承⽀援

学び合いを通じたコミュニケーションの活性化重点施策７

歴史⽂化を通じて、地域住⺠や世代間の交流を活性化し、地域に愛着を持ち未来を考える
きっかけとするため、地域の歴史⽂化のストーリーの共有を進め、多様な学習の場の充実を図ります。
取組７-① 地域の⽂化財を活かした多様な学びの強化
取組７‐②歴史⽂化を通じた交流を促す環境づくり

仏像の調査

未だ知られていない⽂化財を把握し地域の新たな魅⼒とするため、計画的な調査研究の推進と
体制充実を図り、地域の歴史⽂化を明らかにする取組を進めます。
また、調査研究の成果は、誰でも簡単に⼊⼿できる情報として整理します。

地域の新たな魅⼒の発⾒と情報共有重点施策１

取組１-① 発掘調査体制の充実、取組１-② 寺社資料調査の推進
取組１-③ ⽂化財データベースの構築

絵画の修理

保存管理のレジリエンスの強化重点施策２

⽂化財を未来に継承していくため、⽇常的には保存状態の変化を把握しながら適切な保存
管理に努めるとともに、災害時に備えた対策を強化します。

持続可能な修理復旧の推進重点施策３

所有者だけでなく、⾏政や地域が⼀体となって、適切に⽂化財の修理復旧を⾏っていくため、
事業の公開・情報発信等を進め、地域に伝わる⽂化財の保護への理解の醸成に取り組みます。

建造物の防⽕訓練取組２-① 歴史的建造物等の保存・継承、取組２-② 史跡の持続可能な管理
取組２-③ ⽂化財を未来へ継承するための保存管理体制の充実
取組２-④ 災害等への対策の強化

取組３-① 修理復旧と公開の推進

⽂化財の地域観光への活⽤推進

ストーリーの発信強化イメージ

多様な交流が育んだ歴史⽂化のストーリーの発信重点施策4

市内外の⼈々に本市の歴史⽂化の魅⼒を伝えるため、さまざまな⽂化財の公開を進めるとともに、
それらをつなぐ本市ならではの歴史⽂化のストーリーを発信します。

⽂化観光の推進重点施策５

ポストコロナ社会で予測される、マイクロツーリズムや⻑期滞在型観光等の社会状況の変化を
踏まえながら、観光客等の本市への来訪を促すため、地域に伝えられてきた歴史⽂化を、
より多くの⼈が楽しみながら理解を深めることのできる⽂化観光を推進します。

取組４-① 歴史⽂化のストーリーの発信強化
取組４-② 福岡市博物館・美術館を中⼼とした⽂化財の公開、取組４-③ 史跡等の公開の推進

取組５-① ⽂化財の地域観光への活⽤推進、取組５-② 祭り・⾏事の継承⽀援
取組５-③ MICEの受け⼊れ環境整備
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